
 

令和７年度 埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会議事録 

日 時  令和８年２月１０日（火）１８：０１～１９：２４ 

場 所  埼玉会館 ３階 ３Ｂ会議室 

出席者 ○出席委員（１３名） 

亀井 美登里 委員 

井上 裕   委員 

登坂 英明  委員 

平井 丈司  委員 

宮野 廣美  委員 

遠藤 俊輔  委員 

藤生 康彦  委員 

小井手 吾郎 委員 

柿沼 トミ子 委員 

石山 英雄  委員 

米山 隆    委員 

増尾 猛   委員 

榎原 章統   委員 

     

    〇オブザーバー 

     日本ジェネリック製薬協会 

 政策委員会渉外グループ 

 黒川康幸 

  

○事務局 

保健医療部健康政策局長 加藤 孝之 

薬務課長        芝  和俊 

薬務課 副課長     増田 博成 

薬務課 主幹      丹戸 秀行 

薬務課 主査      坂口 翔一 

 

○関係課所 

 国保医療課 主幹    北田 昭一 

 衛生研究所 担当部長  大坂 郁恵 

 福祉部社会福祉課 主査 巾崎 友希 

            

 ○埼玉県後期高齢者医療広域連合 

 給付課         柏谷 奈保 

 

 

 厚生労働省医政局 

 医薬産業振興・医療情報企画課 

 企画調整専門官 

 古江 道顕 

 

議 事 （１） 報告事項 

       ① 令和７年度事業結果（総括）について 

       ② 関係各課所の取組状況について 

       ③ 後期高齢者医療広域連合の取組状況について 

       ④ 関係機関の取組状況について 

    （２）協議事項 

       令和８年度事業計画（案）について 

    （３）その他 

       医薬品の安定供給に係る現状とジェネリック医薬品及びバイオ後続品の 

       使用促進に向けた政策動向について 



－1－ 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度 

 

埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会 

 

令和８年２月１０日（火）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県保健医療部薬務課 

 

 

 

 

 



－2－ 

会長挨拶 ○登坂会長 

皆さん、こんにちは。 

ただいまご紹介いただきました埼玉県医師会常任理事の登坂でござい

ます。 

令和７年度埼玉県ジェネリック医薬品安心使用促進協議会の開催に当

たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

本協議会は平成２０年度の発足以来、毎年、県民及び医療関係者が安

心してジェネリック医薬品を使用することができる環境整備についての

協議を重ねてまいりました。 

その間、国の示すロードマップや診療報酬が改定される都度、薬価は

下がる一方で、医薬品の供給不足の問題が長期化するなど様々な環境変

化もございます。 

このような状況を踏まえ、本日は埼玉県や関係団体における今後の取

組状況などについて報告をいただいた後、来年度の事業計画についてご

協議いただくこととなっております。 

皆様におかれましては、ぜひとも忌憚なきご意見を伺えれば幸いと思

います。 

皆様のご協力を賜りながら、本日の協議会を進めてまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

事務局挨拶 ○保健医療部加藤健康政策局長 

皆さん、こんばんは。 

埼玉県保健医療部健康政策局長、加藤でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

協議会の開催に当たり、事務局を代表しまして、一言ご挨拶を申し上

げたいと思います。 

委員の皆様におかれましては、公私とも大変お忙しい中、ご出席をい

ただきまして誠にありがとうございます。 

また、日頃本県の保健医療行政の推進につきまして格別のご理解、ご

協力を賜っておりますことを改めて厚く御礼を申し上げます。 

先ほど、登坂会長からもお話がありましたとおり、埼玉県では平成２

０年度にこの協議会を発足させまして、皆様のご提案やご意見を頂戴し

ながらジェネリック医薬品の使用促進、普及啓発に努めてきたところで

ございます。 

本県のジェネリック医薬品の普及状況は、昨年８月時点で、数量シェ

アで８７．２％となっており、国が令和６年９月に改定したロードマッ

プにおいて示されている８０％以上という目標値を既に達成していると

ころでございます。 

これもひとえに皆様からご提案、ご協力をいただいた結果でありまし

て、改めて感謝を申し上げます。 

ところで、医療費は高齢者割合の増加に伴いまして、また高度化に伴

いまして年々増加している状況でありまして、厚生労働省から昨年８

月、令和６年度の医療費が概算で約４８兆円になったと公表がありまし

た。 

本県としても、人口減少、超少子高齢社会の到来という歴史的課題に

取り組んでいるところでございますが、人口減少、超少子高齢社会にお

いて持続可能な経済や社会保障の構築に向けた取組が必要となっており

ます。 

医療費適正化の観点からも、今後も引き続き本協議会事業を継続し、

ジェネリック医薬品の使用促進、普及啓発の取組を進めていくことが重
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要と考えております。 

医療用医薬品の安定供給に関しましては、令和７年５月に公布されま

した医薬品医療機器等法の改正や、昨今の物価上昇等による流通コスト

の上昇、その取り巻く環境が大きく変化しているところでございます。 

本協議会後半になりますが、厚生労働省医薬産業振興・医療情報企画

課、古江様から、「医薬品の安定供給に係る現状とジェネリック医薬品

及びバイオ後続品の使用促進に向けた政策動向について」ご講演をいた

だくこととしております。 

また本日、今年度の事業を報告させていただきまして、来年度の事業

計画につきましてご協議をいただきたいと思っております。 

県といたしましては、県民や医療関係者の皆様が安心してジェネリッ

ク医薬品を使用できる環境の整備に取り組んでまいります。 

委員の皆様には引き続きジェネリック医薬品の使用促進、普及啓発へ

のご協力をお願いし、簡単ではございますが、開会のご挨拶とさせてい

ただきます。 

本日どうぞよろしくお願い申し上げます。 

議事 

 

○登坂会長 

登坂でございます。 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

委員の皆様におかれましては、議事の円滑な進行につきましてよろし

くご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

（１）報告事項① ○登坂議長 

では、議事、（１）報告事項、①令和７年度事業結果（総括）につい

て、事務局からの説明をお願いいたします。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長の芝でございます。 

令和７年度事業結果の総括でございますが、まず前提情報といたしま

して、ジェネリック医薬品使用の現状についてご説明させていただきま

す。 

事前にお配りしております参考資料１になりますが、ジェネリック医

薬品数量ベースの推移と目標のグラフをご覧いただきたいと存じます。 

令和６年９月に改定されました「安定供給の確保を基本として、後発

医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」におきまして、２０

２９年度までに全都道府県で数量シェアを８０％以上とする主目標とさ

れました。埼玉県につきましては、冒頭、加藤局長の挨拶にもありまし

たとおり、既に２０１９年度から目標を達成済みでございまして、これ

を維持していくこととしております。 

続きまして、参考資料の２、都道府県別のグラフでご覧いただきたい

と思います。 

こちらは、厚生労働省が発表しております調剤医療費のジェネリック

医薬品使用割合を都道府県別に示したものでございます。 

令和７年８月時点で全国平均９１．３％のところ、埼玉県は平均を上

回る９１．９％で全国２５位ということになっております。 

参考資料の２の紙でお配りしたものの裏面につきましては、令和７年

３月埼玉県市町村別の使用割合となっております。 

使用割合は毎年上昇しておりまして、公表されている全ての市町村で

８０％を超えている状況となってございます。 

それでは、令和７年度事業結果の総括部分をご説明させていただきま

す。 
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資料の１ページをご覧いただきたいと存じます。 

なお、各事業の詳細につきましては、資料３ページから１２ページに

記載のとおりでございますけれども、補足等がありましたら、後ほど報

告事項②の際に関係各課所からご説明いただければと思います。 

ではまず初めに、会議の開催等についてでございます。 

こちらは、本日ハイブリッドによりまして当協議会を開催しておりま

す。 

次に、医療関係者向けの普及啓発でございます。 

令和７年４月には、ジェネリック医薬品勉強会の開催につきまして薬

剤師会等に通知を発出いたしました。 

８月２１日には、薬務課が事務局となりまして、埼玉県薬剤師会との

共催で県内保険薬局等に勤務する薬剤師を対象といたしましたジェネリ

ック医薬品研修会を開催いたしました。 

高田製薬株式会社様にご協力をいただきまして、同社幸手工場の視察

を通じまして、ジェネリック医薬品製造の現状について研修を実施いた

しました。 

また、県内８病院のご協力をいただきまして、９月１９日に汎用ジェ

ネリック医薬品リストを更新し公表いたしました。 

これにつきましては、参考資料３として皆様に事前にお配りをしてい

るものでございます。 

また、本年１月以降、協会けんぽ埼玉支部と薬務課で連携いたしまし

て、県内の病院を訪問いたしまして、ジェネリック医薬品に加えて、バ

イオ後続品の使用割合について情報提供をしているところでございま

す。 

社会福祉課では、医療機関等に対し医療扶助におけるジェネリック医

薬品使用原則化に係る周知を行いました。 

次に、県民向けの普及啓発でございます。 

令和７年８月３日には、日本薬科大学におきまして高校生を対象とし

た一日薬剤師体験教室を開催し、講義の中でジェネリック医薬品につい

て解説をいたしました。 

また、９月には、後期高齢者医療広域連合がジェネリック医薬品を利

用した場合の差額通知を発送しております。 

資料２ページに移らせていただきます。 

年末年始の期間中、県内３つの映画館におきまして、映画本編が始ま

る前のＣＭでジェネリック医薬品についての啓発動画を上映いたしまし

た。 

各市町村及び国民健康保険組合におきましては、ジェネリック医薬品

に切り替えた場合の差額通知及びジェネリック医薬品希望カードなどを

被保険者の方に対して送付しています。 

また、薬務課では、県民向けリーフレット及び啓発資材を作成し、

「薬と健康の週間」等におきまして配布をいたしました。 

最後に、調査・検査・その他でございます。 

衛生研究所では、後発医薬品品質情報に係る事業として、品質確認の

ための試験検査を実施しているところでございます。 

また、薬務課では、県内医薬品製造業者等に対しまして適正な製造管

理や品質管理のための基準であるＧＭＰの適合状況につきまして立入調

査等を行い、監視指導の徹底を図っております。 

また、県の財政支援といたしまして、市町村に対し保険給付金等交付

金、保険者努力支援制度交付金が交付されております。 
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以上で令和７年度事業結果（総括）の説明を終わらせていただきま

す。 

○登坂議長 

ありがとうございました。 

ただいま令和７年度の事業結果の報告がありました。 

なお、質問等につきましては、この次の②、③までの説明を終えた後

に一括してご質問を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

（１）報告事項② ○登坂議長 

それでは、報告事項②、関係各課所の取組状況について、本来であれ

ば各課から詳細に報告をいただきたいところでございますが、時間の都

合もございますので、原則資料掲載をもって代えさせていただきたいと

思います。 

取組状況については、資料３ページから１２ページの掲載となってお

ります。 

追加で補足等がある課所がございましたら、挙手をお願いいたしま

す。 

では、ゆっくりスライドをスクロールしてください。 

○坂口薬務課主査 

それでは３ページからゆっくりスライドをスクロールいたします。 

（資料を投影） 

資料は以上１２ページとなります。 

○登坂議長 

以上ですね。ありがとうございました。 

質問等は後でお受けいたしますが、各課で何か追加とか補足のような

ことが必要なところがあれば、挙手をお願いしたいと思います。 

（挙手なし） 

○登坂議長 

よろしいでしょうか。それでは次に移ります。 

（１）報告事項③ ○登坂議長 

報告事項③埼玉県後期高齢者医療広域連合の取組状況について、それ

では資料１３ページ、ただいまのページに掲載となっておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

また、さらに補足等があればお願いいたします。 

○柏谷埼玉県後期高齢者医療広域連合主査 

特にございません。 

○登坂議長 

ありがとうございました。 

（１）報告事項 

①～③の質疑 

○登坂議長 

それでは、これまでの報告事項の中、①から③につきまして何かご質

問等ある委員は、挙手をお願いいたします。 

（亀井委員挙手） 

○登坂議長 

では、亀井先生、どうぞよろしくお願いします。 

○亀井委員 

登坂会長、ありがとうございます。亀井でございます。 

この間、ジェネリック医薬品促進について関係者が一生懸命やってい

らっしゃることがよく分かりました。 

私からの質問は、医療機関にヒアリングをされているとご報告ござい
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ました件に関することです。 

ヒアリング対象の医療機関をどのような基準で選ばれたのですか。 

基準などがあれば、教えていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

それでは、事務局、今の亀井先生のご質問に対して回答できますか。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

医療機関へのヒアリングというのは、恐らく先生がおっしゃったの

は、医療機関訪問のことかと思われますけれども、こちらにつきまして

先ほども事業報告でもさせていただきましたとおり、協会けんぽさんと

共同で実施している取組でございまして、協会けんぽさんがお持ちにな

っているデータを基に、ジェネリック医薬品の使用についていろいろ情

報提供をさせていただくことが有益な医療機関さんなどを幾つか選定さ

せていただいて、実際のデータなどを提示させていただいて、今後の状

況などについて意見交換をさせていただくという形で進めさせていただ

いているものだと思います。 

何か補足がありましたら、協会けんぽの榎原委員から補足いただけれ

ばと存じます。以上です。 

○登坂議長 

榎原委員、それでは何か補足ございますか。 

○榎原委員 

協会けんぽの榎原です。よろしくお願いします。 

例年は協会けんぽのレセプトから抽出いたしまして、比較的ジェネリ

ック医薬品の使用が少ない病院さんをピックアップしまして、大きい

所、中規模の所、小規模の所と規模別に幾つかピックアップして、お約

束が取れない所もありますので、お約束が取れた所にご訪問させていた

だくという形で訪問させていただきました。 

今、薬務課さんがお話しいただいた今年度につきましては、特に協会

けんぽとしてはバイオ後続品をかなり本部のほうから言われていますの

で、バイオ後続品を中心にお話ができる病院さんということで、今年度

につきましてはそういう観点で選ばせていただきました。以上です。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

亀井委員、それでよろしいでしょうか。 

○亀井委員 

分かりました。ありがとうございます。 

○登坂議長 

それでは、ほかの委員で何かご質問、ご意見等ございますか。 

（柿沼委員挙手） 

では、柿沼委員、よろしくお願いします。 

○柿沼委員 

質問です。 

７ページで薬務課が県内薬品製造事業者に対する監視指導を実施され

ていますけれども、県内の医薬品製造事業者が何社ぐらいあるのか。 

それから、立入調査件数が３３件、無通告立入調査件数６件とありま

すが、この件数の差と、中身をどのように実施されているのか、もう少

し内容に立ち入って説明をお願いいたします。 



－7－ 

○登坂議長 

それでは、これは保健医療部薬務課ですか。よろしくお願いします。 

○芝課長 

薬務課長の芝でございます。 

こちらの立入調査の関係でございますけれども、まず、対象施設とい

うことでございますが、医薬品の製造業者、いわゆる製造工場につきま

しては、正確な数字がちょっと今、私の手元にないのですけれども、県

内約１００施設ほどございます。そこに対しまして現地の立入調査とい

うのを通年でやっているというところでございます。 

この立入調査につきましては、ＧＭＰの遵守状況を確認するいわゆる

ＧＭＰ調査というものが、企業側から県のほうに適合性調査を申請する

という仕組みで、受け身の調査というものがまずあります。 

それは、いわゆる薬事承認等を製薬企業が取得するために、製造過程

で使われる各工場さんのＧＭＰ状態がクリアできているかを審査するも

のでございます。これは薬機法上の手続で必要な許認可業務の一環とし

て実施しているものです。 

それとは別に、昨今の製薬工場での管理不備等々があった関係で、監

視指導の強化ということで、企業の申請に基づくものとは関係なく、無

通告で不定期にいわゆる「抜き打ちの調査」というものを定期的に計画

を立てて毎年行っているというものでございます。 

これもＧＭＰに関する調査ということなので、これは３３件中の内訳

が６件という意味合いになるかと思います。以上でございます。 

○登坂議長 

柿沼委員、どうですか。よろしいですか。 

○柿沼委員 

１００施設あって立入りが６件ぐらいと、検査員の方の人手が足りる

かどうか分からないのですけれども、年間６件ぐらいしかできないので

しょうか。それとも６件というのは多いとみるべきなのでしょうか。ど

ういう解釈で見たらよろしいですか。 

○登坂議長 

芝課長、お願いします。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

こちらのＧＭＰ調査といいますのは、通常工場の立入りは複数の職

員、実質３名ないし４名ぐらいの人数で、２日から長いときで５日間か

けて調査を実施しています。また、調査前には綿密にどこをどういうふ

うに調査するかという打合せをし、調査が終わった後も、調査結果の整

理をして報告書までまとめて事業者側に改善が必要な部分については指

摘事項を出すと。そのリターンを改善報告としてもらうという一連の流

れがあります。１件のを処理に、長いもので数か月かかるというような

形でやっております。 

一見すると６件というのは少なく見えるかとは思いますけれども、か

なりの労力をかけてやっているものでございます。以上です。 

○登坂議長 

柿沼委員、よろしいですか。 

○柿沼委員 

ありがとうございました。了解しました。 

○登坂議長 

ほかに委員の方からご質問等ございますでしょうか。 
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（挙手なし） 

それでは、幾つか質問もあったところでございますので、ほかにも議

事がございますので、先に進ませていただきます。 

（１）報告事項④ ○登坂議長 

続きまして、報告事項④関係機関の取組状況についてです。 

関係機関の取組報告につきましても同様に、原則資料掲載をもって代

えさせていただきます。 

資料１４ページから４１ページに掲載のとおりとなっております。 

昨年度から大きく変更のあった取組や特に説明したい委員がいました

ら、さらに説明が終わった後に挙手の上、簡単に説明していただいても

結構です。 

どうしますか、事務局、共有しますか。 

○芝薬務課長 

もしよろしければ、特記事項等コメントをいただけると、ご所属にお

願いできればと思うのですが。 

○登坂議長 

分かりました。 

それでは、ちょっとページ数も多くなりますので、各課の委員の皆様

から何か特記やさらに補足しなければいけないところがあれば、挙手を

して説明をお願いいたします。 

今、１人、挙手がありましたね。どうぞ。 

○宮野委員 

薬剤師会の宮野でございます。 

来年度の計画の所に、私ども、薬と健康の週間に毎年啓発活動をして

おりますが、来年度はねんりんピックが…… 

○登坂議長 

何ページになりますでしょうか。 

○宮野委員 

１５ページ、薬剤師会でございます。 

来年度の実施計画の所に、薬と健康の週間のことを書かせていただき

ましたが、来年度は１１月にねんりんピックも開催されますので、県民

の多くの方が足を運んでくださると思います。 

そこでも、ここには書いてございませんが、ジェネリック医薬品の使

用促進について啓発していきたいと思っておりますので、添えておきま

す。 

○登坂議長 

ありがとうございました。 

それでは、報告事項④につきまして、何かご質問等のある委員はござ

いますでしょうか。 

（挙手なし） 

それでは、先に進ませていただきます。 

（２）協議事項 ○登坂議長 

次に、議事、（２）令和８年度事業計画（案）について、事務局から

の説明をお願いいたします。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

令和８年度事業計画（案）について、ご説明させていただきます。 

資料は４２ページになります。 

まず、事業計画（案）でございますが、１番、研修会等でございま
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す。１）ということで、令和８年度も継続して地域薬剤師会等を対象と

したジェネリック医薬品勉強会を開催してまいります。 

（２）でございますが、県内のジェネリック医薬品メーカーの協力を

得まして、薬剤師会さん等を対象とした工場視察を実施してまいりま

す。 

２番目、普及啓発活動でございますが、（１）ジェネリック医薬品の

使用促進に係る普及啓発資材を作成いたしまして、先ほどもお話のあり

ました薬と健康の週間等を利用し、県内各種イベントにおいて配布して

まいります。 

（２）市町村及び国民健康保険組合におきましては、ジェネリック医

薬品に切り替えた場合の差額通知、ジェネリック医薬品希望カード、希

望シール、こういったものの送付を引き続き実施いたします。 

（３）でございますが、映画館におきまして映画本編の前に流しまし

て、映画館でジェネリック医薬品の使用促進について普及啓発してまい

ります。 

（４）でございますが、来年度も引き続き夏休みに実施する高校生を

対象とした一日薬剤師体験教室の講義内容に、ジェネリック医薬品に関

する事項を盛り込んでまいります。 

３その他でございますが、汎用ジェネリック医薬品リストの更新につ

いて、今年度作成いたしました埼玉県ジェネリック医薬品モデル病院採

用リストを更新してまいります。 

（２）でございます。協会けんぽ様と連携いたしまして、ジェネリッ

ク医薬品使用割合を踏まえながら、医療機関に対して個別訪問を行うな

ど、医療機関に対して今年度と同様にバイオ後続品を含めましたジェネ

リック医薬品の普及促進を依頼してまいります。 

（３）でございますが、市町村の取組に対する財政支援を行ってまい

ります。 

（４）でございますが、生活保護法指定医療機関を訪問いたしまし

て、ジェネリック医薬品使用原則化に係る事務の状況のヒアリングを行

ってまいります。 

（５）でございますが、ジェネリック医薬品の品質確認検査を実施し

てまいります。 

そして、（６）でございますが、医薬品、ジェネリック医薬品の安定

供給確保に向けまして、引き続き県内医薬品製造業者等に関する監視指

導を徹底するとともに、薬機法改正の動向も踏まえて、適宜厚生労働省

への意見提出や要望をしてまいります。 

なお、欄外に書きましたけれども、１番の研修会等、２番の普及啓発

活動の取組につきましては、医療用医薬品の安定供給状況を見極めなが

ら実施することといたします。 

以上で令和８年度事業計画（案）の説明を終わらせていただきます。 

よろしくご審議のほどお願いします。 

○登坂議長 

ただいま令和８年度事業計画につきまして、事務局より説明がござい

ました。 

意見のある委員は、挙手をして意見を述べてください。 

（挙手なし） 

それでは、私のほうから一言。 

先ほど薬剤師会のほうからお話がありましたけれども、今回、ねんり

んピックが埼玉県で行われますけれども、高齢者の方もたくさん来られ
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るわけで、高齢者の方がたくさんこのジェネリック医薬品をお使いにな

るわけです。 

そういうところで何か啓発するような、埼玉県医師会もブースを持っ

ていますけれども、そういうふうなところを利用して、何か普及活動、

啓発活動ができるようなことをちょっと考えられてもいいのではないで

すか。 

今、思いついたことですが。薬剤師会の宮野さんからのお話でそう思

いました。いかがですか。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

先ほどお話をいただきまして、まさにちょうどねんりんピックが今年

あるというところで、我々も具体的なプランを現時点で事務局として持

ち合わせてはなかったところですけれども、非常に良いご指摘をいただ

いたと思っております。 

具体的なものがまだできているわけではございませんがねんりんピッ

ク自体、我々が主催になります。せっかくの機会でございますので、ぜ

ひジェネリック医薬品の普及啓発をさせていただけるように、前向きに

考えてみたいと思います。以上です。 

○登坂議長 

ブースなどで、ＤＶＤで簡単な啓発活動などをやるところがあると思

うのですけれども、そういうところに乗っかってしまって、映画館で出

すようなものを少し出すだけでも随分違うのではないでしょうか。 

それでどんどん進むとは思えないけれども、着実な一歩一歩というこ

とでやっていただければいいのではないかなと思いました。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

ありがとうございます。ぜひ参考にさせていただいて、前向きに検討

させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

（柿沼委員挙手） 

○登坂議長 

どうぞ、柿沼委員、お願いします。 

○柿沼委員 

私もねんりんピックの県のほうの常任理事をさせていただいているの

ですけれども、県内各地でそれぞれねんりんピックの種目ごとに市町村

で取り組むということですので、何かそういう啓発のことで民間でお手

伝いできることがあればさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

何か啓発物を配るとか、大体周り中、みんなお年寄りばかりですか

ら。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

柿沼委員、ありがとうございます。 

具体性をまだ持っていないところですが、よく考えて啓発できるよう

に努めてまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○登坂議長 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

（飛来委員挙手） 

平井委員、お願いします。 

○平井委員 
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歯科医師会の平井と申します。 

歯科医に関しましては、今、特に歯科口腔領域で使う抗菌剤に関しま

しては、非常に供給が不足しております。 

先発、後発を選ぶ状況ではないという状況が現状でございますので、

もしできましたら、製薬会社さんのほうに、そういう部分で供給安定に

向けた取組というものを促していただければなと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

この件、事務局のほうよろしくお願いいたします。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

ご指摘ありがとうございます。 

先発も含めた医薬品の全般的な供給のところにつきましては、県とし

て具体性を持って取り組める部分というのは非常に少ないところではあ

りますけれども、我々といたしましては、先ほどもご報告申し上げたと

おり、まずは品質確保という面で各製造工場の監視の徹底に努めさせて

いただいております。 

また、供給そのもののスキームの部分につきましては、国が主体的な

コントロールを取っているというところでございますので、そうした情

報提供されている部分につきましては、逐一情報提供できるように、

我々も支援をしていくというところで努めていきたいと思います。 

また、今後予定されております医薬品医療機器等法の改正では、安定

供給の部分につきましての大きな改正というものも予定されております

ので、そういったスキームも使いながらこの供給不足、供給不安が解消

するように努めていきたいと思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

最近はまた、やはりインフルエンザがはやり、コロナも随分出てきま

した。 

そうなってくると、あっという間にまたせき止めとか去痰剤が少し出

荷調整になってきておりますので、安定供給に関してはこれからもさら

に推進していただきたいと思います。 

もう一人、どなたか今、手挙げされた方いらっしゃいますね。お願い

します。 

○藤生委員 

製薬協会の藤生です。 

薬の供給が不安定だというところで、業界としては、まずはこの供給

不安定になってきた原因というのが、薬務課さんのほうにもありますけ

れども、ＧＭＰいわゆる製造管理、品質管理の基準をしっかり守らない

会社があって、埼玉県ではないのですけれども、そこで違反があったの

で業務停止とかがありまして、だんだん薬の供給がなくなってきたとい

うのが発端だと思います。 

埼玉県ではそういうところはあまりなかったと思うのですけれども、

その意味でまずは製造管理、品質管理というこのＧＭＰをしっかりと守

って、違反のないような体制をもう一回つくり直して、その上で足らな

い製造・増産というのを、今、各社いろいろ取り組んで増産をかけてい

ると思います。 
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先ほどのせき止めについても、かなり増産がこれから始まってきてお

りますので、一時に比べると大分供給は出てきたとは思うのですけれど

も、さらに元の状況に戻るようにということで、製薬協会としてもハッ

パをかけているといいますか、運動しておりますので、もうしばらく見

ていていただければと思います。以上です。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

この欄外の※印の所で、研修会等、普及啓発活動については、医薬品

の安定供給を見極めながら実施することとなっておりますので、この事

業計画の中で、もし今の委員からの意見に取り組んでいただいて、とこ

ろによっては少し修正をしていただいてもいいのではないかなと思いま

すけれども、委員の皆様、いかがでしょうか。 

（「はい」と発言あり） 

では、事務局、そのような方向でちょっと検討していただきたいと思

いますが。 

○芝薬務課長 

事務局薬務課長、芝でございます。 

ご指摘ありがとうございます。 

当然ながらジェネリック医薬品の使用促進といっても、実際に普及さ

せる玉となる医薬品そのものが供給されないということでは本末転倒で

ございますので、その点につきましては、啓発一辺倒とかそういったこ

とにならないように活動させていただくようにしたいと思っておりま

す。以上です。 

○登坂議長 

ありがとうございます。 

それでは、本事業計画につきまして、協議会として承認することとし

てよろしいでしょうか。 

（「はい」と発言あり） 

では、承認いたします。 

（３）その他 ○登坂会長 

最後に、議事、（３）その他の「医薬品の安定供給に係る現状とジェ

ネリック医薬品及びバイオ後続品の使用促進に向けた政策動向につい

て」厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課企画調整専門官の

古江様からご講演をいただきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○古江様 

ご紹介いただいた厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課の

古江と申します。本日はよろしくお願いいたします。 

資料を共有させていただきます。 

今の安定供給の現状と政策動向について簡単にお話をさせていただき

たいと思います。 

まず、安定供給の状況は、この会の途中から参加させていただきまし

たが、まさに最後のほうは安定供給についてもご議論いただいていたと

思います。 

こちらのスライド、動いていますか。時々止まってしまうので。 

円グラフが映っていますでしょうか。 

（事務局：動いております。映っております。） 

こちらの医薬産業振興・医療情報企画課のほうで毎月更新をしている

内容になりますけれども、その月の供給状況をまとめたものになりま
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す。 

円グラフをご覧いただくと、通常出荷が８６％と、逆に限定出荷や供

給停止になっているものが 14％あるということになりますが、さらにこ

のうち、左下の表の部分を見ていただければと思いますけれども、種別

で見てみるとやはり後発品が６５％と、今の供給不安の中心にこの後発

品があるという状況になっております。 

これは数年前に比べると、大分数値としては改善をしてきております

けれども、依然として供給不安は残っているというふうに認識しており

まして、現場の皆さんにご迷惑をおかけしていることは大変申し訳ない

と思っているところでございます。 

続いて、こちらはこれまでの推移をまとめているものでございます。 

上段に関しては、薬価削除予定品目を含むという形になっております

ので、ちょうど右の線グラフと棒グラフの所、令和７年２月から３月に

かけて、がくんと下がっておりますが、これはこの時期に一気に薬価削

除されたものがあるということが反映されておりまして、下段の薬価削

除予定品目を見ていただけると、徐々に改善はしていっているという状

況がここからも分かると思います。 

続いて、これまでの取組みをまとめたものになります。 

上段のグレーの所です。ここには供給不安の要因といった形で、これ

まで有識者検討会などでも議論されてきた内容が書かれておりますけれ

ども、この供給不安の中心である後発医薬品が、その後発医薬品業界に

おいて少量多品目生産という構造的な課題がある中で、先ほどもお話が

ありましたけれども、薬機法違反に伴う供給量の低下であったり、あと

は、感染症の流行などによる需要の増加、そこに対応ができていないと

いう状況が今もなお続いているという状況でございます。 

それから、スライドの緑の部分です。こちらは現下の対応と構造的課

題への対応ということで取組をまとめておりますが、簡単にご紹介する

と、目の前の対応としては、何か足りない医薬品があれば、製薬企業に

対する働きかけを行うと。また、企業だけではなくて、医療機関等に対

する働きかけとして、買い込みを控えるなどの要請もさせていただいて

きました。 

そういった目先の対応だけではなくて、この後また少しご説明します

が、令和６年５月２２日に報告書としてまとめておりますけれども、後

発品産業の在るべき姿ということで、後発業界の構造改革が必要だとい

うことで、これまで様々な取組を進めてきたという状況でございます。 

こちらのスライドは先ほど申し上げた目先の対応というところで、後

発医薬品企業に対して増産の働きかけをするだけではなくて、働きかけ

をされた企業においては、設備投資が必要であったり、これまで２交代

だったものを３交代にしたりと人件費も必要になってきますので、そう

いった支援をしているというものでございます。 

これは、令和６年度補正予算の資料でございますけれども、令和７年

度補正予算でも措置をしております。 

それから、中長期的なものに入りますけれども、これも先ほどの議論

の中で薬機法の改正の話が少し出ていたかと思いますけれども、法律に

基づくものとして真ん中のほうの赤枠で囲っている部分になりますけれ

ども、幾つか取組のほうを規定しております。 

１つが、医療用医薬品の供給体制管理責任者の設置です。それから、

出荷停止時の届出義務づけであったり、供給不足の際の増産に必要な協

力の要請を法定化するということで、これまで通知などに基づいて行っ
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てきたものを法定化するといった薬機法の改正をしております。 

それから、薬事の関係になりますけれども、製造販売承認を一部変更

する場合の手続で、変更が中程度である場合は類型を設けるであると

か、あとは、基金の設置です。 

私は医薬産業振興・医療情報企画課には、一応肩書として後発医薬品

使用促進専門官ということで、使用促進の専門官として着任はしたんで

すけれども、着任した当時がやはり安定供給できていないという状況が

ずっと続いておりまして、どちらかというと主に事業再編を担当してお

りまして、まさに今、この基金の設置に向けて具体的な動きをしている

ところでございます。 

この後、少し基金のお話もさせていただきたいと思いますが、この産

業構造改革に当たっては、基金の前に、令和６年度補正予算のほうで補

助を実施しております。どんな補助かというと、これは企業間のほうで

品目統合や製造統合に向けて議論がされ、その統合の結果、設備強化が

必要であるといった場合に、そういった企業に対しては支援を行うとい

うものでございます。 

実際、こういった補助金の動きがある前後あたりで、こちらはもしか

したら事前にお送りしている資料には入れていなかったかもしれないで

すけれども、具体的に後発医薬品企業の連携・協力・再編の動きという

ことで様々連携の動きが見られているという状況がございます。 

これは、基本的には公表ベースのものになりますが、例えば、日医工

さんとニプロさんの場合、これは注射薬を中心とした製造の集約になり

ますけれども、2025 年 11 月現在となっておりますが、具体的に成分数

や品目数を念頭に協議が進んでいるという状況にございます。 

それから、サワイ製薬さんと日医工さんとでも、製造所集約や品目統

合について、ここでも具体的な成分数であったり品目数を挙げている

と。 

もともと日医工さんに関しては、国内ファンドのジェイ・ウィル・パ

ートナーズさんの傘下に入って、日医工さん、共和薬品工業さん、それ

から、Ｔ’ｓファーマ、武田テバですか、ここの中でもいろいろ効率化

を図る努力をされているという状況です。 

それから、大きいところだと東和薬品さんがございますけれども、ち

ょっと情報の更新ができていないですが、先日もプレスリリースがされ

ていたと思います。先発企業との協業ということで、バックアップ体制

をつくっていくといったような内容が公表されております。 

一番下に、Meiji Seika ファルマさんがございますけれども、これも

たしか先日、「ガイアの夜明け」か何かで特集が組まれていたかと思い

ますけれども、複数の企業で企業間連携をしてコンソーシアムをつくっ

て、品目の片寄せに関して努力されているというふうに認識をしており

ます。 

こういった具体的な動きがある中で、我々としても単年度の補助金だ

けではやはり支援が十分とは言えないと認識しておりましたので、今

回、大型の基金ということで薬機法上に位置づけたうえで、法律に基づ

く基金という形で医薬基盤・健康・栄養研究所のほうに造成をすること

を決め、かつ、先日成立した令和７年度補正予算では、844 億円という

形で環境を整備したという状況でございます。 

この基金でどんな支援をするかというと、先ほど補助金のほうでも少

しご説明しましたが、企業間が協力をして品目統合や製造統合を取り組

む場合に、単年度の補助金とは違って基金となりますので、複数年の大
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きな事業計画が描けるというものになりますので、今まさに公募要領を

作成しているところでございますが、後発医薬品企業の皆さんには、こ

の基金を活用してぜひ品目統合を実現していただき、ただ、品目統合が

ゴールではなくて、やはりその先にある安定供給の実現が今まさに求め

られていることですので、安定供給の実現に向けて取り組んでいただき

たいというふうに思っております。 

ここまで安定供給について触れましたが、少し使用促進に向けた政策

動向ということでお話をしたいと思います。 

こちらはこれまでの推移と現状をまとめたものになりますが、右上の

グラフです。ここに最新の数値を入れております。令和７年９月の薬価

調査の速報値を入れておりますが、88.8％ということで、もう９０％に

迫っているという状況でございます。 

一方で、新目標に関しては、全ての都道府県で８０％以上ということ

を掲げておりますので、これは何で確認するかというと、今、ＮＤＢの

データを保健局という部署で分析をしておりまして、そこでの結果で確

認をするという状況になっております。 

それから、バイオシミラーの目標も、薬価調査の調査結果が正式に出

るのが例年ですと年度末でございますので、そこで確認をするという状

況でございます。 

やはりここまで数値が上がってくると、次の目標をどうしましょうと

いうことになるんですけれども、これに関しては、正直、新目標を設置

するかどうかも含めて議論が必要だというふうに思っておりまして、令

和６年 10 月ですか、選定療養が導入されて一気にやはり使用促進が進

んだと。まさにそのときは４分の１負担だったものが、今は２分の１負

担にという議論もございますし、やはり大前提としては安定供給がされ

ていなければ、使用促進策を進めるのも難しいという状況にございます

ので、そういった点も含めて、このロードマップの見直しを令和８年度

に行うということにもなっておりますので、こういった新目標とロード

マップの見直しはセットで進めていくものというふうに考えておりま

す。 

こちらが先ほどの２分の１に上げるという議論がされているという状

況の資料です。 

それから、バイオの取組方針について、これも少し触れておきたいと

思います。 

やはりバイオシミラーに関しては、厚生労働省が実施している委託事

業の中でも、どうしても認知度が低いという状況がございますので、普

及啓発をしっかりやらなければいけないというふうに思っております

が、同時にいろいろ聞くところでは、今、低分子の供給不安がある中

で、ではバイオシミラーは大丈夫なのかと、そういったお声もよく聞く

ところでございます。 

厚生労働省としては、やはり需要が増えてきたときに耐えられるよう

な環境も整備しておく必要がございますので、この取組方針の右下にも

書かれておりますけれども、国内バイオ医薬品産業の育成・振興に関す

る取組ということで、こちらも今、支援策をもって取組を進めていると

いう状況でございます。 

その１つが、先ほどは後発基金で品目統合に向けた支援でございまし

たが、こちらはバイオ後続品の国内生産体制の整備に関する支援という

ことで、令和６年度の補正予算からスタートをしております。 

こちらは基金とはまたちょっと違った使い方にはなるんですけれど
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も、今、最長５年で事業者から計画が出ておりまして、その事業計画に

基づいて、各年度にその事業者が必要な金額を単年度で補助していくと

いったようなスキームで運用をしております。 

このハードだけではなかなかこのシミラーの環境が整わないという状

況がございまして、もう一つソフト面という意味で、人材育成の支援事

業というものも実施をしております。 

本当に担い手がいないというのは、このバイオに限った話ではないん

ですけれども、このバイオでも、やはりこれから使用促進するに当たっ

て、ハードだけではなく、ソフトも準備するという意味で、メニューと

しては実験室での研修ができるようなものから、これは今年度から実施

しているものになりますけれども、実践的な研修が実際の製薬企業でで

きると、製薬企業に人を派遣して事業を実施するといった取組も、今、

進めているところでございます。 

本当にこういった取組も確実に実施していかないと、こちら１月３０

日の中央社会保険医療協議会の資料の抜粋でございますけれども、今ま

さにバイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方の加算についても

バイオ後続品なるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合も評価の対象と

すると、こういった議論もされているところでございますし、こちら

は、ちょっと資料が古いかもしれないですが、下の赤枠のほうですか、

一般名処方のルール、その先には既に低分子のほうでは導入されている

選定療養のお話、それがバイオのほうでも議論がされていくものと認識

をしておりますので、そういった環境にも備えて、バイオシミラーの環

境を整えていきたいというふうに考えております。 

以上、駆け足になりますけれども、安定供給の状況と使用促進の政策

動向ということでご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

○登坂議長 

ご説明ありがとうございました。 

皆様からもご質問もたくさんあるのではないかと思いますけれども、

古江様の業務の都合により、本日の質疑応答は難しいということでござ

います。 

○古江様 

皆さん、いろいろご質問あるかと思いますので、事務局のほうに集め

ていただいて、それに対して回答させていただければと思いますので、

本日はありがとうございました。 

○登坂議長 

では、そのようにさせていただきたいと思います。 

２月１７日火曜日までに事務局へメールをいただき、事務局より後日

回答いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○古江様 

よろしくお願いいたします。 

○登坂議長 

議事は以上となりますが、その他、事務局から説明事項等ございます

でしょうか。 

事務局の芝課長、お願いします。 

○芝薬務課長 

事務局、芝でございます。 

先ほどもございましたけれども、国の示すロードマップにおきまして

は、主目標の他に副次目標といたしまして、先ほどもお話のありました
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後発医薬品の金額シェアですとか、バイオ後続品の数値目標というもの

が設定されております。現状では、国が公表しております月次の調剤医

療費の動向には、数量シェアの記載はありますけれども、金額シェアの

記載がない状況でございます。 

また、バイオ後続品につきましては、協会けんぽさん、関東信越厚生

局、そして、本県の３者による医療機関訪問、先ほどもちょっとご報告

させていただきましたが、こういったものを通じて情報提供を行ってい

る状況です。 

関係機関におかれまして、この副次目標に関する現状について、情報

交換できればと思っておりまして、できましたら、協会けんぽ埼玉支部

の榎原委員に少しこの点についてお伺いできればと思っておりますが、

いかがでしょうか。 

○登坂議長 

それでは、榎原委員、よろしくお願いします。 

○榎原委員 

協会けんぽの榎原です。よろしくお願いします。 

ノンペーパーで大変恐縮ですけれども、簡単に今、協会けんぽが取り

組んでいる内容について、ご説明をさせていただきます。 

協会けんぽは、ジェネリック医薬品につきましては数量ベースにおい

て既に９０％以上になっておりまして、毎年行っていましたジェネリッ

ク医薬品の軽減通知案内等々は、費用対効果の関係から、一昨年度から

協会けんぽ全体では行っておりません。 

去年ぐらいから、次はバイオシミラーに力を入れるようにということ

で、我々も本部から研修、勉強会を何度か受けまして、病院訪問をしな

さいということで言われました。そのとき、目標のほうも説明がありま

して、具体的に病院につきましては、バイオ医薬品はやはり大規模な医

療機関ということで、訪問する病院の選定につきましては、各支部に任

せると。 

持って行く資料につきましては、バイオ医薬品の成分として一応１７

成分を抽出いたしまして、国内全体での切替えの割合、埼玉県内の医療

機関の平均の使用の割合、それから、訪問する医療機関個別の使用割合

を１７成分ごとにグラフで資料に作りまして、それを持参してご説明を

するというようなやり方を取っています。 

トップバッターは、先月１月にさいたま赤十字病院さんにお邪魔させ

ていただいて、いろいろ薬剤部長さんから教えていただきまして、大変

勉強になりまして、トップバッターをさいたま赤十字病院さんに行かせ

ていただいて大変よかったなと思いました。 

聴取する内容としましては、そんなに難しい話はできないんですけれ

ども、バイオシミラー導入に当たって、病院としていろいろ方針とか計

画はあるかどうか、それから、切替えが進んでいる成分があれば、何か

効果的な取組があったら教えてほしい、それから、切替えを進める上で

課題があったら教えてほしい、それから、積極的に使用していないもの

があるとしたら、その理由は何ですかということで、他府県では適応が

不一致なバイオシミラー、例えばインフリキシマブとかそういう適応が

不一致なものがあるというのを理由として挙げているというふうに聞い

ています。 

それから、バイオシミラーを進める上で、我々保険者が支援できるこ

ととか要望事項があったらということも聞いていまして、他府県では、

患者に説明するときにやはり認知度がないので、広報や啓発活動をして
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ほしいとか、先ほど来からお話があったような安定供給を国に働きかけ

てほしいとか、そんなように要望事項が出ているというふうに聞いてい

ます。 

今後も引き続き病院訪問を継続いたしまして、いただいたご意見につ

きましては協会の本部のほうに吸い上げて、本部で日本全体の取りまと

めをしていまして、好事例などはまたこちらに情報として連携して返っ

てきますので、引き続き切替えが進んでいない医療機関さんなども、近

隣の地域とか同規模医療機関のバイオシミラーの使用状況を大変気にし

て確認しているような医療機関も多いというふうに聞いていますので、

今後も積極的に情報提供をしながら、ご意見を伺うような訪問をしてい

きたいというふうに考えています。ご協力いただけるところは引き続き

よろしくお願いいたします。以上です。 

○登坂議長 

ありがとうございました。 

ほかに委員の皆様から、全体についてでも結構でございます。ご質

問、ご意見等がございましたら、挙手をお願いします。 

特にありませんか。 

（挙手なし） 

ありがとうございます。 

 ○登坂議長 

それでは、特に挙手ございませんので、全ての議事は終了といたしま

す。 

それでは、私、議長の任を下ろさせていただきますので、本日はご協

力ありがとうございました。 

 


